
浜松市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この取扱要領は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。）第８条の規定による住宅確保要配慮

者円滑入居賃貸住宅事業の登録にあたり、円滑な事務の実施を図るため、必要な事項を

定めるものとする。 

（事業の登録） 

第２条 法第９条の規定による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の申請は、

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成２９年国土

交通省令第６３号。以下「省令」）という。）第７条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居

賃貸住宅事業登録申請書（省令別記様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書

類（以下「添付書類」という。）を添付し、市長に提出するものとする。また、申請書にお

ける省令第１１条に定める床面積の算定にあたっては、壁芯で計算したものを基準とする。 

 (1) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図 

 (2) 登録を受けようとする者（法人である場合においては当該法人並びにその代表者及

び役員を含む。）並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有

者及び転貸人が法第１１条第１項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であること

を誓約する書面 

 (3) 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、そ

の代表者及び役員を含む。) が法第１１条第１項第１号から第５号までに掲げる欠格

要件に該当しない者であることを誓約する書面 

  (4) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、省令第１２条第一号に規定する基準

に適合するものであることを誓約する書面 

  (5) 登録の申請が、基本方針及び静岡県賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なもので

あることを誓約する書面 

(6)  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が地震に対する安全性に係る建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は

これに準ずるものであることを確認できる、次に掲げるもののいずれかの書類。ただ

し、申請書において、１～３階建ての建築物で昭和５７年６月以降、４～９階建ての

建築物で昭和５８年６月以降、１０～２０階建て建築物で昭和６０年６月以降に竣工

された記載がある場合は、省略することができるものとする。 

イ  建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４条第１項



に規定する基本方針のうち同条第２項第３号の技術上の指針となるべき事項に基づ

いて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 

ロ  既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）

第６条第３項の建設住宅性能評価書 

ハ  既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成

１９年法律第６６号）第１９条第２号の保険契約が締結されていることを証する書

類 

ニ 昭和５６年６月１日以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明

書等 

ホ  イからニまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 

 (7) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、申請書の提出があったときは、申請書に記載された事業が法第１０条第１項 

に規定する登録基準（以下「登録基準」という。）に適合しているか必要に応じて関係課 

に照会を行い、適合していると認められるときは、登録手続きを行い、同条第３項の規

定により、遅滞なく、その旨を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書（様

式第１号）により申請者に通知する。

３ 市長は、申請書に記載された事業が登録基準に適合しないと認めるときは、法第１０

条第４項の規定により、遅滞なく、その理由を示して、その旨を住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅事業登録不適合通知書（様式第２号）により申請者に通知する。 

（登録の拒否） 

第３条 市長は、法第１１条第１項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録拒否通知書（様式第３号）により申

請者に通知する。 

（関係法令等の遵守） 

第４条 第２条第２項の通知を受けた者（以下、「登録事業者」という。）は、住宅確保要

配慮者円滑入居賃貸住宅事業を運営するにあたり、関係法令等を遵守しなければならな

い。 

（報告の徴収） 

第５条 市長は、登録事業者に対し、法第２２条の規定に基づき、住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅の管理の状況について、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況

報告書（様式第４号）により報告を求めることができる。 



（立入検査） 

第６条 市長は、法第２３条に規定する指示において、必要があるときは立入検査を行う

ことができる。 

（登録事項等の変更） 

第７条 登録事業者は、法第９条第１項各号に掲げる事項（以下「登録事項」という。）又

は添付書類に変更があったときは、法第１２条第１項及び第２項の規定により、その日

から３０日以内に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項等の変更届

出書（省令別記様式第２号）に当該変更に係る書類を添付して、市長に届け出なければ

ならない。 

（地位の承継） 

第８条 登録事業者の地位を承継した者は、その日から３０日以内に、その旨を市長に届

け出なければならない。 

２ 前条の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

（廃止等の届出） 

第９条 登録事業者は、法第１４条第１項の規定により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅事業を廃止したときは、その日から３０日以内に、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住

宅事業廃止等届出書（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。 

２ 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から３０日

以内に、その旨を市長に届け出なければならない。届出書の様式は、前項に準ずるもの

とする。 

（登録の抹消） 

第１０条 市長は、前条の規定による届出があった場合又は次条の規定による登録の取消

しをした場合は、法第１５条第１項の規定により登録の抹消をしなければならない。 

（登録の取消し） 

第１１条 市長は、法第２４条第１項又は第２項の規定により登録の取消しをしたときは、

同条第３項の規定により、遅滞なく、その旨を住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

登録取消し通知書（様式第６号）により、その旨を当該登録事業者であった者に通知す

る。 



附 則 

 この取扱要領は、平成２９年１０月２５日から施行する。 

    附 則 

  この取扱要領は、平成３０年７月１０日から施行する。 

附 則 

  この取扱要領は、令和３年２月１日から施行する。 



第     号   

     年  月  日  

 様 

浜松市長         印 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書 

  年  月   日付けで申請のあった住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に

ついて、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１０条第１項の

規定により、下記のとおり登録しましたので、同条第３項の規定により通知します。 

なお、登録事項等について変更が生じた場合は、法第１２条第１項に基づき、変更が生

じた日から３０日以内に、登録事項等の変更届出書の提出をお願いします。 

記 

１ 登録年月日        年  月  日 

２ 登録番号 

３ 登録の住宅名称  

４ 登録の所在地 

５ 室番号 

６ 登録内容         年  月  日付け住宅確保要配慮者円滑入居

賃貸住宅事業登録申請書に記載のとおり

様式第１号（第２条関係）



 第     号  

    年  月  日  

様 

浜松市長         印 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録不適合通知書 

  年  月   日付けで申請のあった住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の

登録について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１０条第

１項に規定する登録基準に適合していないため、同条第４項の規定により下記のとおり通

知します。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の所在地 

３ 不適合の理由 

様式第２号（第２条関係）

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法の定めるところにより、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に浜松市長に対して異議申立てをすること

ができます。



  第     号  

  年  月  日  

様 

浜松市長         印 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録拒否通知書 

  年  月   日付けで申請のあった住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の

登録について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１１条第

１項の規定により、下記のとおり登録を拒否しますので、同条第２項の規定により通知し

ます。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の所在地 

３ 拒否の理由 

様式第３号（第３条関係）

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法の定めるところにより、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に浜松市長に対して異議申立てをすること

ができます。



    年   月   日  

（あて先）浜松市長   

住所又は 

 登録事業者 主たる事務所の所在地              

 商号、名称又は氏名

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況報告書 

     年  月  日付け   第  号をもって登録を受けた住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法

律第２２条及び浜松市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る取扱要領第５

条の規定により、下記のとおり報告します。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の所在地 

３ 登録番号 

４ 連絡先 

   担当事業者 

     担当者 

      住所 〒 

    電話番号 

メールアドレス 

ＦＡＸ番号 

５ 報告の内容 

   別紙のとおり 

備考 

 １ 登録事業者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

様式第４号（第５条関係）



へ 

  年   月   日  

（あて先）浜松市長 

住所又は 

 登録事業者 主たる事務所の所在地              

 商号、名称又は氏名 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止等届出書 

     年  月  日付け   第  号をもって登録を受けた住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業の廃止等について、下記のとおり届け出ます。 

記 

１ 登録番号 

２ 住宅の名称 

３ 住宅の所在地 

４ 内容及び理由（廃業、法人の解散等） 

５ 廃止等の年月日 

備考 

 １ 登録事業者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。 

様式第５号（第９条関係）



第     号  

       年  月  日  

 様 

浜松市長         印 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録取消し通知書 

  年  月  日付け   第   号で登録した住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業について、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第２

４条の規定により、下記のとおり登録を取り消しましたので、通知します。 

記 

１ 登録取消し年月日      年  月  日 

２ 登録番号 

３ 住宅の名称 

４ 住宅の所在地 

５ 取消しの理由 

様式第６号（第１１条関係） 

この処分に不服のあるときは、行政不服審査法の定めるところにより、この通知書を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に浜松市長に対して異議申立てをすること

ができます。


